
議案第８９号 

 

市長及び副市長の給与等に関する条例及び北本市教育委員会 

教育長の給与等に関する条例の一部改正について 

 

市長及び副市長の給与等に関する条例及び北本市教育委員会教育長の

給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 

 

平成２１年１１月３０日 提出 

 

 

北本市長 石 津 賢 治 

 

 

市長及び副市長の給与等に関する条例及び北本市教育委員会教育

長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 （市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正） 

第１条 市長及び副市長の給与等に関する条例（昭和４４年条例第９

号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「１００分の２３０」を「１００分の２２５」に改

める。 

第２条 市長及び副市長の給与等に関する条例の一部を次のように改正

する。 

 第５条第２項中「１００分の２１０」を「１００分の１９５」に、

「１００分の２２５」を「１００分の２２０」に改める。 

（北本市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正） 

第３条 北本市教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和４４年条

例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２３０」を「１００分の２２５」に改



める。 

第４条 北本市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。 

第５条第２項中「１００分の２１０」を「１００分の１９５」に、

「１００分の２２５」を「１００分の２２０」に改める。 

 

附 則 

１ この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初

日であるときは、その日）から施行する。ただし、第２条及び第４条

の規定は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 平成２１年１２月に支給する期末手当の額は、第１条の規定による

改正後の市長及び副市長の給与等に関する条例第５条第２項又は第３

条の規定による改正後の北本市教育委員会教育長の給与等に関する条

例第５条第２項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される

額から、それぞれ次に掲げる額の合計額に相当する額を減じて得た額

とする。 

⑴ 平成２１年１２月１日において受けるべき給料月額に１００分の

０．１９を乗じて得た額に、平成２１年４月からこの条例の施行の

日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額 

⑵ 平成２１年６月に支給された期末手当の額に１００分の０．１９

を乗じて得た額 

 


